
追加資料 

新しい町田リサイクル文化センターを核としたまちづくりコンセプト 

 

「新しい町田リサイクル文化センターを核としたまちづくりコンセプト（以下「まち

づくりコンセプト」という。）」を作成するに当たっては、以下の３つの視点を重視して

いきます。 

① これまでに市民の皆様から頂いた「市民のご意見・ご要望」からの視点 

② 施設整備に関する基本的な計画である「町田市資源循環型施設整備基本計画」から

の視点 

③ 都市計画マスタープランや町田市環境マスタープラン等の「まちづくりや環境に関

する各種の上位計画※」からの視点 

これから検討する「まちづくりコンセプト」は、新しい施設を整備することだけにと

どまらず、周辺地域の町並みや環境と一体となったまちづくりを目指していくものと

します。「まちづくりコンセプト」については、今後、公表していく「要求水準書（発

注仕様書）」等に反映していくものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しい町田リサイクル文化センターのコンセプトのまとめイメージ 

 

※まちづくりや環境に関する各種の計画：ここでは、町田市都市計画マスタープラン、

第 2 次町田市環境マスタープラン、町田市景観条例、町田市地域防災計画、町田

市緑の基本計画を指します。 

 

 

 

 

１．市民の意見・要望 

 

  

 

 

 

３．まちづくりや環境に 

関する各種の上位計画※ 

 

 

 

 

２．町田市循環型施設 

整備基本計画 

新しい町田リサイクル文化センター
の 

コンセプト 



コンセプトの要素―１ 

新しい「ごみの資源化施設」の整備について、皆さまから頂いているご意見・ご要望 

・下表は、『町田市ごみの資源化施設建設に伴う周辺地域のまちづくりの推進及び住環境

の整備に関する第二次要望』（２０１４年８月２１日に、町田リサイクル文化センター

周辺まちづくり協議会）を抜粋したものです。 

・表をまとめる際に、コンセプトへの反映を検討するためのキーワードとなる単語を赤

太字で強調する加工をしています。 

早期の対応が求められる要望/ごみの資源化施設の計画に関して 

（１）熱回収施設の配置場所の再検討 ・あくまで住民意見を十分に反映させること。 

高さを極力抑えた案を提示して欲しい。桜通り

から見て、圧迫感のないような具体的方策を示

して頂きたい。 

（２）環境負荷の最小化 ① 国の基準にこだわらず、最新の技術を基準に

して環境への負荷を極力少なくすること 

② 大気、水質、騒音、臭気等について排出の自

主規制値案を提案していただきたい。 

③ 自主規制値は環境保全協定にもりこむ。 

中期的対応が求められる要望/ごみの資源化施設の計画に対して 

（１）交通計画について ・交通混雑への対応や通学路の確保など交通対

策を具体的に示していただきたい。 

（２）環境保全 ① 施設稼働後、定期的にデータを計測し情報

公開して頂きたい 

② 環境保全協定の内容、締結のスケジュールを

具体的に示して頂きたい 

（３）旧埋立地の処理 ① 旧埋立地の埋設廃棄物の撤去計画及び活用

計画を早急に示していただきたい 

② 地下水質の定量的なデータ、対策について、

適時、住民に情報開示していただきたい 

③ 跡地利用について、周辺住民と協働して具

体案を作成する体制を作っていただきたい 

（４）安全施工 具体的な安全対策の計画を示してください 

中期的対応が求められる要望/周辺のまちづくり・住環境整備に関して 

（１）周辺地域と一体となったまちづくり実施計画の策定 

（２）スポーツ公園の建設 

（３）地域集会・交流施設の建設 

（４）町内会館・自治会館の新設・改修 

（５）災害時の電力供給 

（６）地域防災拠点の整備 

（７）災害医療センターの設置 

（８）売電収入の地域還元 

（９）尾根緑道の緑地・公園整備 

（１０）地域雇用の場の確保 

（１１）交通網の整備 

（１２）排熱を利用した温浴施設等の設置 
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コンセプトの要素ー２ 

町田市資源循環型施設整備基本計画～新しい「ごみの資源化施設」の整備について～ 

・ 町田市では、新しい「ごみの資源化施設」のありかたについて、２０１１年５月に「町

田市資源循環型施設整備基本計画検討委員会」（以下、検討委員会と記載します。）を

組織し、市民と協議を重ねながら検討を進めて参りました。 

・ 検討委員会では、市民意見の募集および延べ１４回に及ぶ意見交換会が実施され、そ

れらもふまえた検討結果が、２０１２年１１月に市に報告されました。 

・ 町田市では、委員会からの報告を基本として、２０１３年４月に「町田市循環型施設

整備基本計画」を策定しました。その中で、新しい施設に求められる機能・役割につ

いて、次のように記載しています。 

求められる機能・役割 

“ごみの資源化施設は、施設から生みだされるエネルギーを有効活用し、環境負荷の低

い施設とすることのみならず、環境学習及びコミュニティ活動や防災の拠点となるな

どの機能を併せ持つことも期待されている。” 

 

１．防災機能 

  熱回収施設等は、災害時に発生した災害ごみを適正処理することで災害時の復旧支援を

図れるように整備する。特に震災など災害発生時は施設の安全を確認後、自立的にかつ速

やかに運転を開始し、熱回収施設から供給できる電気や温水等を利用できるよう、防災拠

点としての機能整備を図る。 

資源ごみ処理施設は、災害に備えて、防災備蓄倉庫機能等を持たせるなど、防災拠点とし

ての役割を果たせるように整備する。 

 

２．環境学習・ごみ減量啓発機能 

  資源化及び減量化推進活動の拠点・環境学習の場としての機能を確保する。 

環境学習機能…循環型社会形成施設の位置づけと情報発信の場の提供 

体験等の学習機能…イベントの実施や学校との連携 

 

３．市民協働 

     施設整備に関して市民協働の場を設ける。 

 

４．景観への配慮 

緑地の面積を最大限確保し、緑が多く景観に配慮したデザインとする。 

 

※ 枠内：『町田市資源循環型施設整備基本計画～新しい「ごみの資源化施設」の整備について～』

（2013年４月町田市）第10章より抜粋
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コンセプトの要素ー３ 

まちづくりや環境に関する各種の計画 

・次に示す計画を考慮し、コンセプトに反映します。 

 

計画の名称 概要 

町田市都市計画マスタープラン 都市計画法第 18 条の 2 の規定に基づいて市町村

が策定する「市町村の都市計画に関する基本的な

方針」で、都道府県が定める「都市計画区域に関す

る整備、開発及び保全の方針」と市の基本構想に即

して定めた計画。 

第 2次町田市環境マスタープラン 町田市で目指す｢望ましい環境像｣を提示し、その

「望ましい環境像」を実現するための基本目標と

基本目標を達成するための達成目標、環境施策、計

画の推進体制、進行管理について定めた計画。 

町田市景観計画 町田市の良好な景観づくりを目指して、地域の資

源や特徴に配慮した景観づくりの進め方を定めた

計画。 

町田市緑の基本計画 緑地の適正な保全や緑化の推進さらには公園緑地

の整備に関して、その将来像、目標などの緑のある

べき姿とそれを実現するための施策などを定め

る、緑とオープンスペースに関する総合的な計画。 

町田市地域防災計画 町田市・東京都及び防災に関係する機関や、その他

市民が持ちうる全機能を発揮し、市民の生命、身体

及び財産を災害から保護することを目的として定

めた計画。 
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町田市都市計画マスタープラン（抜粋） 
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町田市都市計画マスタープラン実施方針編（抜粋） 

 



7 

 

第二次町田市環境マスタープラン（抜粋） 

 

基本目標  
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町田市景観条例（抜粋） 

 地域区分 景観づくりのテーマ 

小山田・  

小野路地域 

上小山田町、下小山田町、 

小野路町、 図師町、野津田町、 

真光寺町、真光寺 

１）水と緑豊かな自然環境に配慮した谷戸山景観の

維持保全  

２）地域の歴史・文化資源を生かした魅力あふれる

景観づくり 

忠生地域 忠生、山崎町、木曽町、根岸

町、矢部町、常盤町、小山田桜

台、木曽西、木曽東、本町田の

一部、森野の一部 

１）それぞれの住宅地の特徴を生かした緑豊かなま

ち並みづくり  

２）尾根緑道や河川などの水と緑豊かな環境を重視

したうるおいのある景観づくり 

※ 町田リサイクル文化センターは、小山田・小野路地域に立地していますが、忠生地域

にも隣接するため、両地域の景観づくりのテーマに配慮することとします。 

 

町田リサイクル文化センター 
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町田市緑の基本計画（抜粋） 
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町田市地域防災計画（抜粋） 
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町田市地域防災計画（抜粋・・・つづき） 
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■ まちづくりコンセプト（案） 

～市民が誇
ほこ

れるまちづくりを目指して～ 
1．市民の生活環境にやさしい“まち” 

周辺住民の生活環境を保全するために、新しい町田リサイクル文化センターを安定稼働

させるとともに、周辺への環境負荷の低減を図ることのできる施設とします。 

【具体例】 

〇厳しい自主規制値を設定する。 

〇自然・景観・交通等に配慮した配置・施設計画とする。 

〇運営段階における生活環境の保全を市民がモニタリング（監視）する。 

 

２．市民が安心して暮らせる災害に強い“まち” 
市民が安心して生活できる様に、地震等の大災害において、新しい町田リサイクル文化

センターが地域の防災活動の拠点となり、市民を支えることができる施設とします。 

【具体例】 

〇地震に強い施設とする。 

〇災害に強いライフライン（道路・電気・ガス等）を整備する。 

〇災害時に有用な医療機器・備蓄品等を保管できるスペースを確保する。 

 

３．市民がともに学び・遊び・育んでいく“まち” 
市民がごみを通じて環境を学べる様に、新しい町田リサイクル文化ンセンターに市民が

学び・集い・憩うことのできる場を作り、市民が積極的に参加できる施設とします。 

【具体例】 

〇環境学習ができる施設とする。 

〇市民が集い・憩うことのできるスペースを確保する。 

〇市民が参加するイベント等を行えるスペースを確保する。 


